
 

令和８年度 福津市会計年度任用職員（課題対応非常勤講師）募集案内 

 

令和8年度福津市会計年度任用職員（課題対応非常勤講師）を次のとおり募集します。 

 

１．応募受付期間 令和7年12月1日（月）から令和7年12月22日（月）まで 

  

２．募集内容等 

採用予定人数 3人 

業 務 内 容 
教諭等が行う授業の補助、特別支援教育・少人数教育への対応、いじめ・不登

校への対応、生徒への生活面での指導、その他学校長が必要と認めた業務 

 

３．勤務条件等   

任 用 期 間 

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 

※勤務成績が良好な場合、再採用（翌年度も採用）を2回まで行うことがあり

ます。 

勤 務 日 
月曜日から土曜日までの間で週5日程度の勤務 

（ただし、土曜日の勤務は土曜授業等がある場合に限る） 

休 日 等 日曜日、祝日及び年末年始、夏季学校閉庁日 等 

勤 務 時 間 

原則として、8時20分から17時の間で1日6時間勤務（休憩時間45分） 

ただし、勤務場所や学校の時間割等により、始業時間、就業時間及び1日の勤

務時間の変更があります。 

時間外勤務 有り 

勤 務 場 所 福間中学校、福間東中学校、津屋崎中学校 

給 与 

時間額 1,640 円 ～ 1,665 円 

このほか、地域手当相当額、通勤手当相当額※、賞与※が支給されます。 

（※印については、条件を満たす必要があります。） 

休 暇 任用から6か月経過後、年次有給休暇が付与されます。 

社 会 保 険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。 

公 務 災 害 労働者災害補償保険が適用されます。 

服 務 

地方公務員法に規定する服務の各規定が適用されます。（服務の宣誓、法令及

び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念

義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止） 

※採用までに関係条例及び規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより変更します。 

 

 

 



 

 

 

 

４．応募要件 

年 齢 等 年齢・学歴は問いません。 

資 格 等 
中学校の教員免許を有するもの 

※教科は問いません 

※応募要件や資格を満たす方であっても、地方公務員法第 16 条の規定に基づき、以下に該当する方

は採用することができません。 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの人 

・福津市において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する  

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

※地方公務員法の改正が行われた場合は、その定めるところによります。 

 

５．応募方法 

 「令和8年度福津市会計年度任用職員申込書」に必要事項を記入し、「資格証明書等の写し」とあわ

せて、学校教育課へ持参又は郵送にてお申し込みください。「申込書」は市役所本館2階 人事秘書

課、市役所本館1階 総合案内、津屋崎行政センターで配布しています。また、市ホームページから

もダウンロードできます。 

※提出された書類は、返却いたしませんので、予めご了承ください。 

 

６．採用方法 

書類選考及び必要に応じて面接試験を実施します。 

  ※面接試験の日時については、受付期間終了後、別途通知します。 

 

７．その他 

 （１）今回の採用について、本事業に関する予算成立が前提となります。 

 （２）採用はすべて条件付のものとし、採用後 1か月間（勤務日数が 15 日に達するまで）を良好な

成績で勤務したときに、会計年度任用職員として正式採用となります。 

 

８．申込先及び問い合わせ先 

 

  〒811-3293 福岡県福津市中央一丁目1番1号 福津市役所別館2階 

教育部学校教育課学務係  電話：0940-62-5090（直通）  

 

 


